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１０．３０．０１ 

 

 

意匠法第４条第３項にいう「証明する書面」として内外国特許公報等が

提出された場合の取扱い 

 
 
 
 意匠法第３条第１項第１号又は同条同項第２号に該当するに至った意匠について意匠法

第４条第２項の規定の適用を受けるために内外国特許公報等（内外国の特許公報、実用新

案公報、意匠公報及び商標公報）が意匠法第４条第３項にいう「証明する書面」として提

出された場合、これらの公報へのその意匠の掲載は意匠法第４条第２項の「意匠登録を受

ける権利を有する者の行為に起因」したものとは認められないから、その意匠については

同規定の適用を認めず審査を進める。 

 
（説明） 
 意匠法第４条第２項に規定される「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起

因して」の文言は、新規性の喪失の例外事由を限定的に列挙した特許法第３０条第

１項に比較して包括的表現となっているが、そのように表現したのは立法時の議論

にも見られるとおり、意匠の場合は特許法に規定する「試験」、「刊行物に発表」、

「学会発表」の他に意匠登録出願前であっても実施化に先立つ市場調査又は実施に

相当する「販売」、「展示」、「見本の頒布」等が行われる事例が多いとの事情を考慮

し、当該意匠がこれらの公開意匠の存在を理由として登録を受けることができない

とすることは創作者にとって酷であり産業の発達に寄与するという法の目的にもと

る結果ともなる場合があることから、これら公開行為も新規性の喪失の例外事由に

含めるためであったと解され、とすると、上記の文言は新規性の喪失の例外事由を

必要以上に拡大するものではない。 
 ところで、特許法第３０条第１項にいう「刊行物に発表」とは、特許を受ける権

利を有する者が自ら主体的に刊行物を発表した場合をいうのであって、例えば、公

開特許公報は、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁

長官が手続の一環として特許法第６５条の２の規定に基づき出願に係る発明を掲載

して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主

体的に当該発明を刊行物に発表したものということはできない。これは、外国にお

ける公開特許公報であっても同様である、と解されている。（昭和６１年（行ツ）第

１６０号 平成元年１１月１０日最高裁判決） 

 そうすると、意匠法第４条第２項にいう「意匠登録を受ける権利を有する者の行

為に起因して」についても、この最高裁判決の論旨から「意匠登録を受ける権利を

有する者自らの主体的な行為に起因して」と解すべきである。 

 また、仮に外国特許公報等に掲載されることを新規性喪失の例外事由として認め

ることは、パリ条約による優先権等の主張の利益と重ね過重な保護を与えることと
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なったり、時機を失した出願の救済につながることとなり、結果として第三者に不

測の事態をもたらす場合も予測されることから、創作者の救済措置として必要な限

度を越えていると言わざるを得ない。 

 したがって、意匠登録出願前に当該意匠が上記公報等へ掲載されることは、法の

予定する新規性の喪失の例外事由に該当せず、「意匠登録を受ける権利を有する者

の行為に起因」したものとは認められない。 
 よって、本文のように取り扱うものとする。 

 
 

東京高裁昭和５６年(行ケ)第２２号「水平無鉄芯型誘導炉」 判決日昭和５７年６月２２日 

 （前文省略）出願に係る発明が特許公報に掲載されて公表されることは、特許法第３０条にいう、

特許を受ける権利を有する者が、発明を「刊行物に発表」することには該当しない。けだし同条に

いう「発表」とは、特許を受ける権利を有する者が自らの発表せんとする積極的な意思をもって発

表することであり、他人が発表することを容認するというような消極的な意思が存在するだけでは

同条にいう「発表」とはいえないからである。出願公告は、特許庁長官が特許公報に所定事項を掲

載して行うものであって、出願人（特許を受ける権利を有する者）の、出願に係る発明を発表しよ

うという積極的な意思に基づいてなされるものではない。特許を受ける権利を有する者が特許出願

をするのは、それによって特許権を取得するか、他人の特許権取得を阻止する（審査請求をしない

場合）ことにあり、特許公報による出願公告又は出願公開により、出願に係る発明を発表すること

を意図してなされるものではないというべきである。（以下省略） 

 

東京高裁昭和５９年(行ケ)第２８５号「第三級環式アミン」 判決日昭和６１年５月２９日 

 （前文省略）外国において特許出願をした者が当該発明について日本国において特許出願をする

に当たり、既に優先期間が経過したにもかかわらず、外国の公開特許公報を特許法第３０条第１項

所定の刊行物であるとして、同条項の適用を受けることを認めることは、その者に前記パリ条約第

４条Ｂの規定による発明の公表に基づく不利益取扱の禁止を適用するほか、更に、これと実質上同

じ趣旨の新規性喪失の例外措置を認め、過剰な保護を与えることとなり、（途中省略）特許を受け

る権利を有する者が特定の発明について特許出願をした結果、その発明が出願公開され、公開特許

公報に掲載されることは、同法第３０条第１項にいう「刊行物に発表し」には該当せず、この理は

日本国における公開特許公報であると、外国における公開特許公報であるとにより、異なるところ

はないというべきである。（以下省略） 

 

最高裁昭和６１年(行ツ)第１６０号「第三級環式アミン」平成元年１１月１０日判決 

 （前文省略）特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願をした結果、その発

明が公開特許公報に掲載されることは、特許法３０条１項にいう「刊行物に発表」することには該

当しないものと解するのが相当である。けだし、同法２９条１項のいわゆる新規性喪失に関する例

外規定である同法３０条１項にいう「刊行物に発表」するとは、特許を受ける権利を有する者が自

ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ、公開特許公報は、特許を受け

る権利を有する者が特許出願をしたことにより、特許庁長官が手続きの一環として同法６５条の２

の規定に基づき出願に係る発明を掲載して刊行するものであるから、これによって特許を受ける権
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利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。

そして、この理は、外国に於ける公開特許公報であっても異なるところはない。（以下省略） 

 

東京高裁平成１２年(行ケ)第３３１号「おろし器」 判決日平成１２年１１月２８日 

 （前文省略）意匠法４条２項は、新規性の判断を、出願時を基準に、厳格に運用すると、出願人

に酷な場合が生じる場合があるため、これを救済するために設けられた例外規定であるから、その

適用範囲は立法趣旨に従って限定的に解釈されるべきである。（途中省略）内外国において意匠の

登録出願をした結果、意匠公報等に掲載されたということは、その出願の時点で既に出願の準備が

完了していたということであるから、このような場合に新規性を失うものと取り扱っても、意匠の

考案者に酷とはいえず、意匠法４条２項により、これを救済する実質的な必要性は認められない。

さらに、外国における出願の場合には、パリ条約４条Ａ（１）、Ｂ、Ｃ（１）、（２）が適用され、

出願の日から６か月間は、当該意匠の公表に基づく不利益扱いが禁止されているのであるから、こ

の期間を徒過した者に、さらに意匠法４条２項を適用して、その後も一定期間、新規性を喪失しな

いとして、同様の保護を与えることは、パリ条約の趣旨に反し、権利者に過分の利益を与えること

になり、ひいては、上記期間が徒過したと信じて行動した第三者に不測の損害をもたらすことがあ

りうるので、許されないというべきである。（途中省略）このようにみてくると、内外国特許公報

等への掲載は、意匠法４条２項の「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」場合には

あたらないと解するのが相当である。なお、新規性喪失事由の例外を定めた特許法３０条について

も、同様の理由から、国内外の特許公報への掲載は、同条の「刊行物に発表」することに含まれな

いと解釈されている（最高裁第二小法廷平成元年１１月１０日判決）。意匠法の解釈についても、

特許法と同様に解釈すべきことは前記説示したところから明らかであり、規定の文言の違いをとら

えて、意匠法においては異なった解釈をすべきであるとの原告の主張は採用することができない。

（以下省略） 

 

 
 
 


